
資源有効利用促進法の概要 

一般廃棄物（年間約５千万トン） 産業廃棄物（年間約４億トン） 

「再生資源利用促進法」は原材料としての再利用（リサイクル）のみを促進するもの 

であったが、これを改正し、Reduce（発生抑制）、Reuse（再使用）、Recycle（再資源 

化）の「３Ｒ」を総合的に促進する枠組みとした。 

具体的には、新たに以下の指定が行われることとなり、法律の名称も変更された。 

①指定省資源化製品：省資源化・長寿命化による廃棄物の発生抑制を図るべき製品 

②指定再利用促進製品：部品等の再使用対策を図るべき製品 

③指定再資源化製品：事業者による回収・リサイクルを推進すべき製品 

④工場等で発生する副産物の発生抑制・リサイクル対策を推進すべき業種 

生ごみ 

約 30％ 

容器包装 

約 25％ 

紙

約 25％ 

自動車 

約 10％ 

家電製品 
約２％ 

衣料品 
約２％ 

家具 
約２％ 

その他（ﾊﾟ 
ｿｺﾝ等） 
約２％ 

その他 

約 13％ 

化学 

約５％ 

ﾊﾟﾙﾌ ・゚紙 

約７％ 

鉱業 

約７％ 

鉄鋼業 
約７％ 

電気・ガ 
ス・熱供 
給・上下水 
道業 
約 20％ 

食料品製造業 
約２％ 

農業 
約 19％ 

建設業 
約 19％ 

（旧）再生資源利用促進法 
・回収した製品等を原材料として再利用（古紙利用率 

56％、廃ガラスびん利用率 65％） 
・ﾘｻｲｸﾙ配慮設計、ﾘｻｲｸﾙ可能な材料選択、分解容易な 
設計（自動車、テレビ、冷蔵庫等） 

・分別回収のための表示（ｽﾁｰﾙ缶、ｱﾙﾐ缶、ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ、 
ニッカド電池） 

・工場等で発生する副産物（＝産業廃棄物）のﾘｻｲｸﾙ 
の促進（鉄鋼、電気業の石炭等） 

法改正 

廃棄物の発生抑制 

～ﾘﾃﾞｭｰｽ（Reduce） 

政策の導入～ 

○廃棄物の発生抑制対 
策の導入 

・製品の資源化・長寿 
命化設計 

・修理体制の充実によ 
る長寿命化 

・ｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞによる長 
寿命化（自動車、ﾊﾟ 
ｿｺﾝ、大型家具、ガ 
ス・石油機器、パチ 
ンコ台、家電等） 

○副産物の発生抑制 
対策の導入 

・生産工程の合理化 
等による副産物の 
発生抑制を計画的 
に推進 

部品等の再使用 

～ﾘﾕｰｽ（Reuse） 

政策の導入～ 

○部品等の再使用対策 
の導入 

・部品等の再使用が容 
易な設計 

・再使用のための部品 
の統一化 

・回収した部品等の製 
品・製造・修理にお 
ける再使用 （自動車、 
ﾊﾟｿｺﾝ、複写機、パチ 
ンコ台） 

原材料としての再利用 

～ﾘｻｲｸﾙ（Recycle） 

政策の強化～ 

○ﾘｻｲｸﾙ対策の強化 
・事業者による製品の 

回収とﾘｻｲｸﾙの義務 
付け 

・分別回収のための表 
示義務対象に、ﾌﾟﾗｽ 
ﾁｯｸ製容器包装・紙製 
容器包装を追加 

○副産物のﾘｻｲｸﾙ対策 
の強化 

・副産物の原材料とし 
ての再利用を計画的 
に推進 

製品対策 

副産物（産業廃棄物）対策


